
陸上自衛隊達第６１－８号 
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一部を改正する。 

平成１９年１２月１７日 

陸上幕僚長 陸将 折木 良一  

   陸上自衛隊の情報保証に関する達 

 

改正 平成２１年２月 ３日達第１２２－２３０号 平成２１年７月３１日達第１２２－２３５号 

平成２２年５月２８日達第６１－８－１号  平成２６年６月２０日達第６１－８－２号 

平成２６年１２月８日達第４１－８号    平成２７年３月２４日達第６１－８－３号 

平成２９年３月２７日達第６１－８－４号  平成３０年３月２７日達第６１－８－５号 

令和 元年６月２７日達第１２２－３０３号 令和 ２年３月１８日達第６１－８－６号 

令和 ３年３月２４日達第６１－８－７号  令和 ４年３月２５日達第６１－８－８号 

令和 ５年５月２２日達第６１－８－９号  令和 ６年３月２１日達第６１－８－１０号 

目次  

 第１章 総則（第１条・第２条）  

 第２章 組織及び体制（第３条－第１２条）  

 第３章 情報システムに係る対策  

  第１節 情報システムの整備等に当たっての対策（第１３条－第１８条）  

  第２節 運用承認（第１９条・第２０条）  

  第３節 情報システムの運用、管理等に当たっての対策（第２０条の２ 

－第２６条）  

  第４節 情報システムの廃棄等に当たっての対策（第２７条）  

 第３章の２ 目的特化型機器に係る対策（第２７条の２）  

 第４章 可搬記憶媒体に係る対策（第２８条） 

 第５章 私有機器の取扱い（第２９条）  

 第６章 教育及び訓練（第３０条）  

 第７章 サイバー攻撃等への対処（第３１条）  

 第８章 対策の実施状況の確認等（第３２条－第３４条）  

 附則  

  別紙第１ 部隊等情報保証責任者  

  別紙第２ 情報システム情報保証認証者補助者 

  別紙第３ 情報システム間の接続申請書（基準）  



  別紙第４ 情報システムの部外設置申請書（基準）  

  別紙第５ 入室申請書  

  別紙第６ 入室許可証  

  別紙第７ 入退室記録簿（基準）  

  別紙第８ 電子計算機管理簿（基準）  

  別紙第９ 電子計算機持出し簿（基準）  

  別紙第１０ 情報システムに関する文書の基準  

  別紙第１１ 情報システム障害発生記録簿（基準）  

  別紙第１２ 目的特化型機器管理簿（基準） 

  別紙第１３ 可搬記憶媒体登録簿（基準） 

  別紙第１４ 可搬記憶媒体持出し簿（基準） 

  別紙第１５ セキュリティ情報報告書（基準） 

 

第１章 総則  

 （目的） 

第１条 この達は、陸上自衛隊（自衛隊情報保全隊、自衛隊体育学校、自衛隊 

中央病院、陸上幕僚長の監督を受ける自衛隊地区病院及び自衛隊地方協力本

部を含む。以下同じ。）における情報システム及び情報システムにおいて取

り扱われる電子計算機情報に関して総合的かつ体系的な管理の基準及び当該

管理を組織的に実施するための基本的事項を定め、もって陸上自衛隊におけ

る情報保証を確保することを目的とする。 

 （用語の定義）  

第２条 この達において、次の各号に掲げる用語の意義は、防衛省の情報保証

に関する訓令（平成１９年防衛省訓令第１６０号。以下「訓令」という。）

に定めるほか、当該各号に定めるところによる。  

 (1) 陸上総隊司令官等 陸上総隊司令官、各方面総監並びに防衛大臣に直轄

する部隊の長及び各機関の長をいう。  

 (2) システム利用者 情報システムの利用を許可された者をいう。  

(3) 電子計算機 システム利用者が、情報システムのうち文字や図形の電子

計算機情報を入出力することができる端末及びサーバをいう。 

 (4) 情報保証監査 訓令第５２条の規定に基づく監査をいい、自衛隊の通信

実施の基準に関する訓令（昭和３９年防衛庁訓令第３９号）第２２条の規

定に基づく通信監査（通信保全を除く。）とは別に扱うものとする。 

 (5) スタンドアロン型情報システム ネットワークを構成要素とせず独立し



て業務処理を行う１台の電子計算機をいう。 

 (6) 情報システム情報保証認証者等 情報システム情報保証認証者又は、情

報システム情報保証認証者補助者をいう。 

第２章 組織及び体制  

 （情報保証責任者補助者）  

第３条 情報保証責任者の事務を補佐する者を情報保証責任者補助者という。  

２ 情報保証責任者補助者は、陸上幕僚監部指揮通信システム・情報部長をも

って充てる。  

 （陸上総隊司令官等の職責）  

第４条 陸上総隊司令官等は、指揮下部隊等における情報保証の確保に関する 

事務を監督するものとする。 

 （情報保証監査責任者） 

第４条の２ 訓令第６条の２の規定に基づく情報保証監査責任者は、通信保全

監査隊長をもって充てる。 

（情報システム情報保証責任者等）  

第５条 情報システム情報保証責任者は、情報システム運用責任者及び情報シ

ステム維持管理責任者を監督し、情報システムを適切に運用及び維持管理す

るものとする。  

２ 情報システムの運用上、２個以上の情報システムを連接する場合は、当該

情報システムの情報保証の確保に関する事務を統括する者として、統括情報

システム情報保証責任者を置くことができる。この場合において、統括情報

システム情報保証責任者となる者は、情報保証責任者に対し、その旨を報告

するものとする。  

３ 訓令第７条の規定に基づく情報システム情報保証責任者は、当該情報シス

テムのライフサイクル全般にわたる情報保証の確保に係る業務を実施する部

隊等の長、陸上幕僚監部の各部課等の長又は部隊等情報保証責任者を基準と

して置くものとする。なお、情報システムを導入しようとする部署等は、検

討段階で事業要求元を基準として、適任の者を指定するものとする。また、

スタンドアロン型情報システムについては、部隊等情報保証責任者を基準と

する。  

４ 情報システム情報保証責任者は、情報システムの運用を統括する者として、

情報システム運用責任者を置くことができる。  

５ 情報システム運用責任者は、訓令第７条第２項の規定に基づく情報システ

ム情報保証責任者補助者を兼ねることができる。 



６ 情報システム運用責任者は、情報システム運用責任者補助者を指定するこ

とができる。  

７ 情報システム情報保証責任者は、情報システムの維持管理に関する業務を

行う者として、情報システム維持管理責任者を置くことができる。  

８ 情報システム維持管理責任者は、その補助者として情報システム維持管理

責任者補助者を指定することができる。 

 （情報システム運用者）  

第５条の２ 訓令第９条第１項の規定に基づく情報システム運用者は、情報シ

ステム情報保証責任者が情報システムの運用上の特性を考慮した上で指定す

るものとする。 

（部隊等情報保証責任者）  

第６条 訓令第８条の規定に基づく部隊等情報保証責任者は、別紙第１の右欄

に掲げる者とする。ただし、部隊等情報保証責任者の指揮系統上の上級部隊 

の部隊等情報保証責任者は、隷下部隊等を統括して、部隊等情報保証責任者

となることができる。 

 （情報システム運用者）  

第７条 削除 

 （情報システム情報保証認証者等）  

第８条 訓令第９条第２項の規定に基づく情報システム情報保証認証者は、シ

ステム通信団長をもって充てる。 

２ 訓令第９条第３項の規定に基づく情報システム情報保証認証者補助者は、

次の各号に定める段階ごと別紙第２で掲げるものとする。 

(1) 運用承認の段階 

(2) リスク・分析評価の段階 

第９条 削除  

 （事案対処責任者）  

第１０条 訓令第１１条の規定に基づく事案対処責任者は、システム通信団長

をもって充てる。  

 （情報保証対策委員会の委員）  

第１１条 訓令第１２条第２項の規定に基づく陸上自衛隊における委員は、陸

上幕僚監部指揮通信システム・情報部指揮通信システム課長をもって充てる。  

 （陸上自衛隊情報保証対策委員会等）  

第１２条 陸上自衛隊の情報保証に関して技術的事項の検討、事案の対応及び

この達の見直しの審議を行うため、陸上自衛隊情報保証対策委員会（以下



「委員会」という。）を設置するものとする。  

(1) 委員長は、陸上幕僚監部指揮通信システム・情報部長をもって充てる。  

(2) 委員会は、委員長及び次に掲げる委員をもって構成する。  

ア 陸上幕僚監部防衛部防衛課長  

イ 陸上幕僚監部装備計画部通信電子課長  

ウ 陸上幕僚監部指揮通信システム・情報部指揮通信システム課長  

エ 陸上幕僚監部指揮通信システム・情報部情報課長  

オ 陸上幕僚監部の各部長、監察官、法務官及び警務管理官（以下「部長 

等」という。）が情報システム情報保証責任者に該当する場合には、当 

該部長等が指名する者  

カ 事案対処責任者の指名する者  

キ 情報保証監査責任者 

ク その他委員長が必要と認める者  

(3) 委員長は、委員会を招集し、主催する。 

(4) 委員長は、関係ある隊員に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他 

必要な協力を求めることができる。  

(5) 委員会の運営について必要な事項は、委員長が定める。 

２ 委員会を補佐し所要の作業を行うため、作業部会を設置するものとする。  

(1) 作業部会長は、陸上幕僚監部指揮通信システム・情報部指揮通信システ 

ム課長をもって充てる。  

(2) 作業部会員は、委員会の各委員が指名する者及び作業部会長が必要と認 

める者とする。  

３ 委員会及び作業部会の庶務は、陸上幕僚監部指揮通信システム・情報部指 

揮通信システム課において実施するものとする。 

   第３章 情報システムに係る対策  

       第１節 情報システムの整備等に当たっての対策  

 （情報システムの整備等に当たっての対策）  

第１３条 訓令第１３条から第２０条までの規定に基づく情報システムの整備

等に当たっての対策の細部については、訓令第１９条第２項に基づくセキュ

リティ管理策によるものとする。 

第１４条 削除  

 （情報システム間の接続）  

第１５条 情報システム情報保証責任者は、訓令第２１条の規定に基づき、情

報システムを他の情報システム又はネットワークとデータ交換可能及びリモ



ートアクセス可能な接続をする場合には、事前に訓令第２６条に規定する情

報保証責任者の運用承認を受けなければならない。 

２ 前項の際、情報システム情報保証責任者は、接続する情報システム又はネ

ットワークを把握し、ネットワーク構成に係る文書に反映させなければなら

ない。 

３ 情報システム間の接続は、互いに同等の秘密区分を取り扱えるものでなけ

ればならない。 

４ 第１項から第３項まで規定する場合を除き、情報システム間又はネットワ 

ークに対して臨時に接続する必要が生じた際は、情報システム間の接続申請 

書（基準）（別紙第３）により、順序を経て情報保証責任者に申請し、承認 

を受けなければならない。  

５ 監査又は事案対処用の情報システムを情報保証監査及び事案対処の対象と 

なる情報システム又はネットワークと接続する場合には、前項の規定は適用 

せず、情報保証監査責任者及び事案対処責任者が定めるところによるものと 

する。 

（外部サービスの利用） 

第１５条の２ 情報システム情報保証責任者は、外部サービスの利用について、

情報保証責任者の許可を得なければならない。 

２ 運用中の情報システムにおいて、新たに外部サービスを利用する場合には、

訓令第２１条の２の規定を適用するものとする。 

３ 防衛情報通信基盤データ通信網のオープン系に接続する情報システムにお

いて、外部サービスを利用する場合の細部は別に示す。 

４ 前項を除く情報システムにおいて外部サービスを利用する場合は、業務用

データを扱わない情報システムにおいてのみ利用するものとし、細部は別に

示す。 

 （情報システムの設置場所）  

第１６条 情報システム情報保証責任者は、訓令第２２条に基づき、通常、車 

両等に積載し、主として野外において使用する情報システムについて、車両 

等の施錠、監視等により、外部から立入りを許可されない者の侵入を防止す

るとともに、火気の使用を制限する等、情報保証を確保する上で必要な措置

を講じなければならない。 

 （情報システムの部外への設置）  

第１７条 情報システム情報保証責任者は、情報システムの全部又は一部を陸

上自衛隊が管理する施設外に設置（外部サービスの利用により情報システム



の構成品が部外に設置される場合を含む。）する場合には、情報システムの

部外設置申請書（基準）（別紙第４）により、順序を経て情報保証責任者の

承認を受けなければならない。 

 （情報システムの調達）  

第１８条 情報保証責任者は、訓令第２４条の規定に基づき、情報システムの

調達に関し、別に示すところにより情報保証を確保するために必要な措置を

講じるものとする。 

    第２節 運用承認  

 （運用承認）  

第１９条 情報システム情報保証責任者は、訓令第２６条の規定に基づき運用

承認を受ける場合には、速やかに情報保証責任者、情報システム情報保証認

証者等に通知し必要な調整及び手続を行うものとする。 

２ 運用承認に至る手順等については、訓令第２６条に定めるもののほか、細

部は別に定めるものとする。 

 （運用承認の通知）  

第２０条 情報システム情報保証責任者は、運用承認を得た場合には、速やか

に事案対処責任者に情報システムの構成等に関する情報を通知するものとす

る。  

２ 情報システム情報保証責任者は、情報システムの運用を終了した場合には、

速やかに情報保証責任者に通知するものとする。 

第３節 情報システムの運用、管理等に当たっての対策  

 （リスク分析・評価） 

第２０条の２ 情報システム情報保証責任者は、訓令第２７条の２の規定に基

づくリスク分析・評価を毎年度実施し、その結果を情報システム情報保証認

証者等に提出するものとする。 

２ 情報システム情報保証認証者等は訓令第２７条の２の規定に基づき、セキ

ュリティ評価文書を作成し、情報システム情報保証責任者に提出するととも

に、必要に応じ改善指示等を行うものとする。 

３ 情報システム情報保証責任者は、前項の規定に基づきセキュリティ評価報

告書の提出を受けた場合には、これを踏まえ、将来対応計画書を更新し、情

報システム情報保証認証者等に提出するものとする。 

４ 情報システム情報保証認証者等は、リスク分析・評価の結果を情報保証責

任者に提出するものとする。 

５ 情報保証責任者は、訓令第２７条の２第８項に基づき、リスク分析・評価



の結果報告書を情報保証総括責任者及び情報保証監査責任者へ提出しなけれ

ばならない。 

（情報システムの運用、管理等）  

第２１条 情報システム情報保証責任者は、訓令第２８条から第３３条までの

規定に基づき、認証情報等の管理、アクセス制御、証跡管理、管理等のため

に必要な措置を行うものとする。 

２ 情報システム情報保証責任者は、情報システムにおいて取り扱う電子計算

機情報の入力等に際し、当該情報システムで取り扱うことのできる電子計算

機情報であることを確認するとともに、不必要な電子計算機情報が入力され

ていないことを確認する等、情報システムを適切に運用するものとする。  

３ 情報システム情報保証責任者は、訓令第３９条に基づき隊員以外の者に情

報システムを利用させる場合には、情報保証の確保に必要な措置を実施する

とともに、隊員以外の者に当該情報システムを利用する際に守るべき事項を

理解させ、遵守させるようにしなければならない。 

 （情報システム室への入退室管理）  

第２２条 情報システム情報保証責任者は、訓令第３４条の規定に基づき、情

報システム室への入退室管理のために必要な措置を行わなければならない。

ただし、当該情報システム室が、特定秘密の保護に関する達（陸上自衛隊達

第４１－８号（２６．１２．８））又は秘密保全に関する達（陸上自衛隊達

第４１－２号（１９．７．３０））に基づき立入りを制限又は禁止された場

所である場合は、この限りではない。  

２ 情報システム情報保証責任者は、情報システム室への隊員又は部外者の入

室を許可する場合には、次の各号に掲げる様式を基準として、情報システム

室への入退室を管理しなければならない。  

(1) 入室申請書 別紙第５  

(2) 入室許可証 別紙第６  

(3) 入退室記録簿（基準） 別紙第７ 

 （電子計算機の管理）  

第２３条 部隊等情報保証責任者は、部隊等における電子計算機の盗難を防止

し、管理の適正化を図るため、システム利用者等を記載した電子計算機管理

簿（基準）（別紙第８）を設け、常に最新の状態に保たなければならない。  

２ 情報システム情報保証責任者は、電子計算機の持ち出しを許可した場合に

は、電子計算機持出し簿（基準）（別紙第９）等に持出し先、持出し期間等

を記録し、管理するほか、必要に応じ持出しに必要な手続きを定めるものと



する。 

 （情報システムの変更）  

第２４条 システム利用者は、防衛省の情報システムに係る配線の変更、改造、

機器の増設、交換、ソフトウェアの変更等、情報保証を確保する上での機能

上の変更を行う必要がある場合には、順序を経て、情報システム情報保証責

任者に申請しなければならない。  

２ 情報システム情報保証責任者は、情報システムの構成変更において当該情

報システムの契約等に関わる場合には、必要に応じ、調達業務の関係者と協

議するものとする。 

（情報システムの利用及び管理に関する規則）  

第２５条 情報システム情報保証責任者（陸上幕僚監部の部長等がこれに該当

する場合は除く。）は、訓令第３７条の規定に基づき、情報システムに関す

る文書の基準（別紙第１０）により、情報システムの利用及び管理に関する

規則を整備しなければならない。  

２ 陸上幕僚監部の部長等が情報システム情報保証責任者に該当する場合は、

情報保証責任者の承認を得て、前項に準じて規則を整備しなければならない。  

３ 統括情報システム情報保証責任者は、必要により第１項の規定を準用し、

情報システムに関する規則を整備するものとする。  

４ システム利用者は、情報システム情報保証責任者の定める規則を遵守し、

情報システムを利用及び管理しなければならない。 

 （情報システムの障害発生時の措置等）  

第２６条 システム利用者は、情報システムに障害が生じた場合には、速やか

に情報システム情報保証責任者に報告するものとする。  

２ 情報システム情報保証責任者は、前項の報告を受けた場合には、情報シス

テム障害発生記録簿（基準）（別紙第１１）に障害の記録を行うとともに、

必要に応じ情報保証責任者に報告するものとする。 

第４節 情報システムの廃棄等に当たっての対策  

（情報システムの廃棄等）  

第２７条 訓令第４２条の規定に基づき、情報システムの全部又は一部を廃棄、

返却、修理等のため部外の者に受け渡す場合については、別に定めるものと

する。 

第３章の２ 目的特化型機器に係る対策 

（目的特化型機器の管理） 

第２７条の２ 部隊等情報保証責任者は、目的特化型機器管理簿（基準）（別



紙第１２）を作成し管理するものとする。 

２ 部隊等情報保証責任者は、目的特化型機器ごとにセキュリティ対策に関す

る文書を作成し、別に示す当該機器の特性に応じた対策を講ずるものとする。 

３ 防衛省の管理する他の情報システムに接続の必要がある場合は、訓令第２

６条に基づき運用承認を受けなければならない。 

４ 前項に基づく運用承認は、目的特化型機器が接続される情報システムの情

報システム情報保証責任者が、情報システムの構成の変更として実施するも

のとする。その際、目的特化型機器を保有する部隊等情報保証責任者は、目

的特化型機器を当該システムと接続する際のリスク分析・評価を実施し、リ

スク評価報告書を情報システム情報保証責任者に提出するものとする。 

５ 事案対処責任者は、目的特化型機器に係るセキュリティ情報を認知した場

合は、情報保証責任者及び情報システム情報保証認証者等に通知するものと

する。 

６ 部隊等情報保証責任者は、前項の通知情報を受けたうち、自己の保有する

目的特化型機器に該当する情報があった場合は、速やかに対策を講じるもの

とする。 

第４章 可搬記憶媒体に係る対策 

 （可搬記憶媒体の管理） 

第２８条 部隊等情報保証責任者は、訓令第４３条の規定に基づき、防衛省の 

可搬記憶媒体について、使用者名等を記載した可搬記憶媒体登録簿（基準） 

（別紙第１３）を設けるとともに、集中保管を行わなければならない。ただ 

し、特定秘密を保存した場合は特定秘密の保護に関する達（陸上自衛隊達第 

４１－８号（２６．１２．８））、秘密及び指定前秘密を保存した場合につ

いては、秘密保全に関する達（陸上自衛隊達第４１－２号（１９．７．３

０））によるものとする。  

２ 部隊等情報保証責任者は、前項に規定する集中保管に使用する保管容器に

適宜の様式で使用記録簿を設け、保管容器からの取出し及び保管容器への格

納の都度、隊員に可搬記憶媒体の使用状況について記録させ、管理するもの

とする。  

３ 部隊等情報保証責任者又はその指名する者は、１日１回以上（休日等、未

使用日を除く。）、前項の使用記録簿により可搬記憶媒体の使用状況につい

て点検するものとする。  

４ 部隊等情報保証責任者は、隊員が可搬記憶媒体を保管容器から取出し、同

じ駐屯地又は敷地内において携行する場合には、第２項の使用状況の記録を



もって携行させることができるものとする。  

５ 隊員は、訓令第４３条第２項の規定に基づき、可搬記憶媒体を駐屯地又は

自衛隊の管理する敷地（以下「駐屯地等」という。）の外へ持ち出す場合に

は、可搬記憶媒体持出し簿（基準）（別紙第１４）により部隊等情報保証責

任者の許可を得るものとする。  

６ 部隊等情報保証責任者は、毎月１回以上、可搬記憶媒体の保管状況につい

て点検するものとする。ただし、管理を分任された可搬記憶媒体の保管状況

については、管理を分任された部隊等情報保証責任者補助者が点検すること

ができる。  

７ 可搬記憶媒体の管理に関する細部については、別に定めるものとする。 

第５章 私有機器の取扱い 

（私有機器の取扱い）  

第２９条 隊員は、訓令第４４条及び訓令第４５条の規定に基づき、次の各号

に掲げる場合を除き、私有パソコンの職場への持ち込み並びに防衛省の情報

システムにおける私有携帯電話、私有目的特化型機器及び私有可搬記憶媒体

の使用を行ってはならない。  

(1) 訓令第５４条の規定に基づきインターネット上への情報流出を把握した 

場合の対応を行う場合  

(2)  その他情報保証責任者が必要と認めた場合  

２ 駐屯地等における私有パソコンの取り扱いの細部については、別に定める

ものとする。 

第６章 教育及び訓練 

 （教育及び訓練） 

第３０条 陸上総隊司令官等、情報システム情報保証責任者及び部隊等情報保

証責任者は、隊員の情報保証を確保するために必要な知識の習得及び意識の

高揚を図るものとし、教育及び訓練の実施状況の報告を順序を経て情報保証

責任者に行うものとする。 

第７章 サイバー攻撃等への対処 

 （サイバー攻撃等への対処）  

第３１条 訓令第４７条第１項の規定に基づき、陸上自衛隊におけるサイバー

攻撃等に対処するための要領は、別に定めるものとする。  

２ 情報システム情報保証責任者は、訓令第４８条の規定に基づき、セキュリ

ティ情報を入手した場合には、セキュリティ情報報告書（基準）（別紙第１

５）により、順序を経て速やかに情報保証責任者に報告するものとする。 



第８章 対策の実施状況の確認等  

 （自己点検）  

第３２条 自己点検の細部については、別に定めるものとする。 

 （情報保証監査）  

第３３条 監査の細部については、別に定めるものとする。 

（報告等）  

第３４条 システム利用者は、訓令並びにこの達及びこの達に基づき定められ

た規則に関し、違反が発生し又は発生したおそれがあると認める場合には、

直ちに陸上総隊司令官等又は、情報システム情報保証責任者に報告するとと

もに、順序を経て情報保証責任者に報告するものとする。  

２ 訓令第５４条の規定に基づき、インターネット上への情報流出を把握した

場合の対応の細部については、別に定めるものとする。 

   附 則 

 この達は、平成２０年１月１日から施行する。 

   附 則（平成２１年２月３日陸上自衛隊達第１２２－２３０号） 

 この達は、平成２１年２月３日から施行する。 

   附 則（平成２１年７月３１日陸上自衛隊達第１２２－２３５号） 

 この達は、平成２１年８月１日から施行する。 

   附 則（平成２２年５月２８日陸上自衛隊達第６１－８－１号） 

 この達は、平成２２年６月１日から施行する。 

   附 則（平成２６年６月２０日陸上自衛隊達第６１－８－２号） 

 この達は、平成２６年７月１日から施行する。 

   附 則（平成２６年１２月８日陸上自衛隊達第４１－８号） 

 この達は、平成２６年１２月１０日から施行する。 

   附 則（平成２７年３月２４日陸上自衛隊達第６１－８－３号） 

 この達は、平成２７年４月１日から施行する。ただし、陸上自衛隊の情報保

証に関する達別紙第１会計隊派遣隊に係る改正規定は平成２７年３月２６日か

ら施行する。 

   附 則（平成２９年３月２７日陸上自衛隊達第６１－８－４号） 

 この達は、平成２９年３月２７日から施行する。ただし、陸上自衛隊の情報

保証に関する達別紙第１参事官に係る改正規定は平成２９年４月１日から施行

する。 

   附 則（平成３０年３月２７日陸上自衛隊達第６１－８－５号） 

 この達は、平成３０年３月２７日から施行する。 



   附 則（令和元年６月２７日陸上自衛隊達第１２２－３０３号）    

１ この達は、令和元年７月１日から施行する。 

２ この達の施行の際、現に存する本改正前の様式による用紙は、当分の間、

これを修正した上使用することができる。 

   附 則（令和２年３月１８日陸上自衛隊達第６１－８－６号） 

 この達は、令和２年４月１日から施行する。 

   附 則（令和３年３月２４日陸上自衛隊達第６１－８－７号） 

１ この達は、令和３年４月１日から施行する。 

２ この達の施行の際、現に存するこの達による改正の前の様式（以下「旧様

式」という。）により使用されている書類は、この達による改正後の様式

によるものとみなす。 

３ この達の施行の際、現に存する旧様式による用紙については、当分の間、 

これを修正の上使用することができる。 

   附 則（令和４年３月２５日陸上自衛隊達第６１－８－８号）  

この達は、令和４年４月１日から施行する。  

   附 則（令和５年５月２２日陸上自衛隊達第６１－８－９号）  

  この達は、令和５年７月１日から施行する。 

  なお、この達施行後の経過措置については、訓令付則によるものとする。 

   附 則（令和６年３月２１日陸上自衛隊達第６１－８－１０号） 

 この達は、令和６年３月２１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

別紙第１（第６条関係） 

部隊等情報保証責任者 

区分 部隊等情報保証責任者 

1 
陸上幕僚監部  課長、衛生部企画室長、総括副監察官、副法

務官及び警務管理官総括班長 

2 
陸上総隊司令部  参事官、報道官、医務官、監察官、法務官、

課長、日米調整官並びに海上自衛隊及び航空
自衛隊との連絡幹部  

3 
方面総監部  参事官、医務官、監察官、法務官、課長、室

長並びに海上自衛隊及び航空自衛隊との連絡
幹部  

4 

師団司令部、旅団司令部、学校（自
衛隊体育学校を含み、分校を除
く。）、補給統制本部、補給処（支
処及び出張所を除く。）及び病院
（自衛隊中央病院を含む。）  

部長、課長（部長の指揮監督を受ける課長を
除く。）、医務官、監察官、法務官、幕僚幹
事、企画室長、作戦評価室長、冬季特別体育
教育室長、学生隊長、生徒隊長、試験室長、
自衛隊中央病院の所長、センター長及び学院
長  
ただし、将補が部隊等情報保証責任者となる
場合は、次級者  

5 
教育訓練研究本部  課長、室長及び訓練評価支援隊にあっては、

副隊長、各科長 

6 
自衛隊地方協力本部、分校並びに補
給処の支処及び出張所  

左記の長  
ただし、編制上将補を長とする自衛隊地方協
力本部にあっては、副本部長  

7 
団本部  科長  

8 

連隊、群、大隊及び隊（中央業務支
援隊並びに中隊及び隊（隷下に固有
の編制部隊を持たない部隊）を除
く。）の本部  

左記の長  
ただし、編制上将補を長とする隊（中央業務
支援隊長を除く。）にあっては、科長  
また、通信保全監査隊にあっては、副隊長 

9 
自衛隊情報保全隊本部  課長及び室長  

10 
中央業務支援隊  部長  

11 
中隊及び隊（隷下に固有の編制部隊
を持たない部隊）  

左記の長  

12 

第６項に示す部隊等情報保証責任者
と駐屯地等を異にする出張所、地域
事務所、分室のうち、第６項に示す
本部長が認めた者 

左記の長  
ただし、幹部自衛官、准尉又は行政職俸給表
（一）の職務の級２級以上もしくはこれに対
応する各俸給表の級の事務官等が長となる場
合に限る。 

13 

第１１項に示す部隊等情報保証責任
者と駐屯地等を異にする小隊、派遣
隊、分遣隊のうち、第１１項に示す
部隊等の長が認めた者  

左記の長  
ただし、幹部自衛官、准尉又は行政職俸給表
（一）の職務の級２級以上もしくはこれに対
応する各俸給表の級の事務官等が長となる場
合に限る。  

14 
臨時に編成された部隊等（訓練、演
習等のため編成された部隊等を含
む。）  

前各号に準ずる者  

 

 

 



 

別紙第２（第８条関係） 

 

情報システム情報保証認証者補助者  

 

運用承認の段階 

区分 情報システム情報保証認証者補助者  

運用承認対象システム（下記を除く。）  システム通信団長が指定する者 

運用承認対象シス

テムの内、スタン

ドアロン型情報シ

ステム 

陸上総隊司令部 

及び隷下部隊 

陸上総隊司令部運用部長が指定する者  

各方面総監部及び各

方面隊隷下部隊 

各方面総監部防衛部長 

各部隊及び各機関 各部隊及び各機関の長 

（陸上幕僚監部においては指揮通信シ

ステム・情報部指揮通信システム課長

とする。） 

注：１ 情報システム情報保証認証者補助者は認証した運用承認申請文書、セキュ

リティ評価文書及び認証結果報告書を、情報システム情報保証認証者及び情

報システム情報保証責任者に提出する。  

  ２ 情報システム情報保証認証者は、運用承認に至るまでの間、認証行為が適

切でないと判断したならば、情報システム情報保証認証者補助者に是正させ

る 

 

リスク分析・評価の段階 

区分 情報システム情報保証認証者補助者 

防衛情報通信基盤（以下「ＤＩＩ」とい

う。）加入システム 

システム通信団長が指定する者 

ＤＩＩ未加入シス

テム及び運用承認

が不要とされた情

報システム 

陸上総隊司令部 

及び隷下部隊 

陸上総隊司令部運用部長が指定する者  

各方面総監部及び各

方面隊隷下部隊 

各方面総監部防衛部長 

各部隊及び各機関 各部隊及び各機関の長 

（陸上幕僚監部においては指揮通信シ

ステム・情報部指揮通信システム課長

とする。） 

注：３ 情報システム情報保証認証者補助者は、リスク分析・評価で更新された文

書を確認し、必要に応じ情報システム情報保証責任者に是正させる。 

 

 

 

 

 



 

別紙第３（第１５条関係） 

 

情報システム間の接続申請書（基準） 

 

申請年月日  

情報システム名  

情報システム情報保証責任者  

情報システムで扱う電子計算機情

報の秘密等取扱いの最高区分 

特定秘密・秘・注意・個人情報・区

分なし 

システム利用者の秘密等取扱いの
最低区分 

特定秘密・秘・区分なし 

セキュリティ分類 

機密性：高・中・低 

完全性：高・中・低 
可用性：高・中・低 

使用部隊等  

接続
先 

情報システム名  

情報システム情報保証責任
者 

 

扱う情報の最高の秘密等区
分 

特定秘密・秘・注意・個人情報・区
分なし 

システム利用者の秘密等取
扱いの最低区分 

特定秘密・秘・区分なし 

職員以外 

セキュリティ分類 
機密性：高・中・低 
完全性：高・中・低 

可用性：高・中・低 

使用部隊等  

接続する理由  

接続に関する保全措置等  

寸法：日本産業規格Ａ４ 

保存期間：１年 

 

 

 

 

 

 



 

別紙第４（第１７条関係） 

 

情報システムの部外設置申請書（基準） 

 

申請年月日  

情報システム名  

情報システム情報保証責任者  

情報システムで扱う電子計算機

情報の秘密等取扱いの最高区分 
注１ 

特定秘密・秘・注意・個人情報・
区分なし 

システム利用者の秘密等取扱い
の最低区分 

特定秘密・秘・区分なし 

セキュリティ分類 

機密性：高・中・低 

完全性：高・中・低 

可用性：高・中・低 

部外に設置する目的  

設置場所 注２  

期間 注３  

部外に設置する機器の構成等  

部外に設置する機器において扱
う電子計算機情報の秘密等取扱
いの最高区分 

注意・個人情報・区分なし 

部外に設置する機器の管理要領
及び保全措置 注４ 

 

（情報システムの一部を陸上自衛隊が管理する施設以外に設置する場合の

措置に関する基準） 

注：１ 当該情報システムで扱う秘密取扱い区分は、注意以下であること。  
  ２ 設置場所は、陸上自衛隊の隊員により管理できるか、又は契約により契約相手

方が確実に管理できる場所であること。  
  ３ 期間は必要最小限とすること。  
  ４ 部外に設置する機器の管理要領及び保全措置について、情報システム情報保証

責任者が細部を定めること。また、適切に管理されていることを定期的にあるい
は随時に確認を実施すること。 

 
 
 

寸法：日本産業規格Ａ４ 

保存期間：１年 

 

 



 

別紙第５（第２２条関係） 

入室申請書 

第   号 

年 月 日 

随 時 

・   入 室 申 請 書 

臨 時 

○○システム 

  情報システム情報保証責任者 殿 

申請者（部隊等の長又は会社等の責任者） 

官職  氏名        （印） 

下記のとおり入室を許可されたく申請します。 

記 

※１ 入室者 所  属（部外者の場合、会社名等）  

       階  級（部外者の場合、省略） 

            職務内容 

       ふりがな 

氏  名 

生年月日 

認識番号（防衛省職員のみ。） 

適格性の有無（有効年月日）（防衛省職員のみ。） 

適性評価の有無（有効年月日） 

現 住 所 

本  籍（部外者の場合のみ。） 

※２ 入室日時又は期間 

※３ 入 室 先 

※４ 入室目的 

注：１ 入室者が２名以上の場合は、代表者のみを記載し、その他の者
は入室者名簿（付紙）に記載し添付する。 

  ２ ※印は、申請者が記入する。 
  ３ 不要な文字は、抹消（黒二線）して使用する。 
  ４ 「氏名」は、署名又は記名押印する。 

担当者 

氏 階級 

 

 

（電話    ） 

寸法：日本産業規格Ａ４ 

保存期間：１年 



 

付紙 

入室者名簿 

 

所属又は 

会社名 
階級 氏 名 生年月日 認識番号 

適格性 

（有効年月日） 

適性評価 

（有効年月日） 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

注： 部外者については、認識番号を省略し、適格性欄に現住所を記入 

寸法：日本産業規格Ａ４ 

保存期間：１年 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

別紙第６（第２２条関係） 

入室許可証 

第     号 

年  月  日 

入 室 許 可 証 

 

          殿 

 

下記のとおり入室を許可する。 

記 

１ 入室者 所  属（部外者の場合、会社名等） 

      階  級（部外者の場合、省略） 

職務内容 

ふりがな 

氏  名 

２ 入室日時又は期間 

３ 入室先 

４ 入室目的 

○○システム 情報システム情報保証責任者  

職名    階級    氏  名 （印） 

 

入 室 時 の 留 意 事 項 

１ 当該部隊等の長の指示に従って行動すること。  

２ 業務の都合により入室場所の制限を受ける場合がある。  

３ 特に許可された場合を除き、携帯型記録機器を持ち込んではならない。  

４ 出入りの際は、必ずこの許可証及び身分証明書を携行しなければならな

い。 

５ 有効期間の満了、用済み又は立入りの必要がなくなった場合は、速やかに

入室先部隊等の長に返納すること。  

６ 本証を亡失した場合は、速やかに許可権者に届け出ること。  

注：「氏名」は、署名又は記名押印する。 

寸法：日本産業規格Ａ４ 

保存期間：１年 



別紙第７（第２２条関係） 

入退室記録簿（基準） 

部課名             

年月日 入室時刻 退室時刻 所属（会社等名） 氏  名 備  考（目的等） 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 注： 氏名欄については、入室者ごとに記入するものとする。 

寸法：日本産業規格Ａ４ 

保存期間：１年 

 

 



別紙第８（第２３条関係） 

電子計算機管理簿（基準） 

                                     部課等名               

管理 

番号 

指定 解除 
システム利用者 機種 

設置 

場所 
備考 

指定日 解除日 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

   

 

 

 

寸法：日本産業規格Ａ４ 

保存期間：記載された全ての電子計算機が解除された特定日以降１年 



別紙第９（第２３条関係） 

電子計算機持出し簿（基準） 

部課等名             

一連

番号 
申請年月日 

システム 

利用者 
期 間 管理番号 

持出し先 インターネ

ット接続の

有無 

電子計算機

情報の有無

（※） 

確認欄 

備 考 

使用目的 持出し 返納 

     
 

     
 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

 ※ プログラムを除き、電子計算機情報の保存の有無を確認するもの 

注：持出し確認後に持ち出す必要がなくなった場合は、備考欄に理由を記載するとともに、情報システム情報保証責任者が返納欄に署名又は押印す
る。 

寸法：日本産業規格Ａ４ 

保存期間：１年 

 



別紙第１０（第２５条関係） 

 

情報システムに関する文書の基準 

１ 目的 

  これは、情報システム情報保証責任者が所掌する情報システムについて、

当該情報システムの運用、利用及び維持管理等に関し必要な事項を規則とし

て定める際の準拠を示すものである。 

２ 適用 

  ＤＩＩに加入する情報システム、ＤＩＩに加入しない情報システムに区分

し、ＤＩＩに加入しない情報システムは、分散システム（以下「独立システ

ム」という。）と、スタンドアロン型情報システム（以下「単体装置」とい

う。）に区分し、それぞれの情報システムに関して規定する。 

３ 規定内容 

  付紙「情報システムの運用・維持管理等に関わる規則の基準」による。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



付紙 

 

情報システムの運用・維持管理等に関わる規則の基準 

 

項 目 
ＤＩＩに加入
する情報シス
テム 

ＤＩＩに加入しない情報システム 

独立システム 単体装置 

第１ 総則 ◎ ◎ ○ 
 １ 目的 ◎ ◎ ○ 
 ２ 用語の定義 ◎ ◎ ○ 
 ３ 適用部隊等 ◎ ◎ ○ 
第２ 運用・管理組織 ◎ ◎ ○ 
 １ 各級指揮官の職責 ○ ○  
 情報システム情報保証責任

者 
◎ ◎ 

◎ 

 ２ 運用責任者等 ◎ ○  
 ３ 運用責任者等の責務 ◎ ○  
 ４ システム利用者 ○ ○ ○ 
 ５ 指揮統制に関する特 
  例 

○   

第３ システムの運用 ◎ ◎ ◎ 
 １ 運用目的 ○ ○ ○ 
 ２ 運用計画の策定 ○   
 ３ 運用時間及び運用場 
  所 

○ ○ ○ 

 ４ システムの適用業務 
  の運用 

○ ○  

 ５ 運用制限 ○ ○  
 ６ 運用統制 ○ ○  
第４ システムの維持管理 ◎ ◎ ◎ 
 １ 維持管理の範囲 ○ ○  
 ２ システム稼働状況の 
  管理 

○   

 ３ システム構成及び変 
  更管理 

○ ○  

 ４ ソフトウェア及びデ 
  ータの維持管理 

○ ○ ○ 

 ５ システム利用者の登 
  録等 

◎ ◎ ◎ 

 ６ システム運用支援 ○ ○  
第５ 障害発生時の対応 ◎ ○ ○ 
第６ ネットワークの維持 
  管理 

◎ ○  

第７ システムの保全 ◎ ◎ ◎ 
第８ システムの開発・改善 ○ ○  
第９ システムの監査 ○ ○ ○ 
第１０ 報告 ◎ ◎ ◎ 
第１１ 業務手続の系統 ○   
第１２ 委任事項 ○   
（凡例） ◎：必須項目、○：必要に応じ規定すべき項目 
 
 
 

 

 

 



別紙第１１（第２６条関係） 

 

情報システム障害発生記録簿（基準） 

 

情報システム名  

情報システム情報保証責任者  

障害発生時期  

障害発生場所  

障害確認者  

障害の状況  

処置した事項  

処置上の問題点  

寸法：日本産業規格Ａ４ 

保存期間：１年 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

別紙第１２（第２７条の２関係） 

 

目的特化型機器管理簿（基準） 

部課等名         

管理 

番号 

指定 解除 

使用者 種別 
保管又は 

設置場所 
備考 

指定日 解除日 

       

       

       

       

注：目的特化型機器を情報システムの接続により情報システムの構成品とする場合は、登録を解除し、備考欄に「情報シス

テムとの接続による」等を記載する。 

 

 

 

寸法：日本産業規格Ａ４ 

保存期間：記載された全ての目的特化型機器が解除された特定日以降１年 



別紙第１３（第２８条関係） 

 

可搬記憶媒体登録簿（基準） 

部課等名         

登録 

番号 

指定 解除 

使用者 種別 
保管 

場所 
備考 

指定日 確認欄 解除日 確認欄 

         

         

         

         

注：１ 注意、部内限り又は個人情報の標記をされた可搬記憶媒体については、備考欄にそれぞれの区分を記載する。 

  ２ 部隊等情報保証責任者は、可搬記憶媒体の指定又は解除の確認をした際、確認欄に署名又は押印するものとする。 

   

 

 

 

 

 

寸法：日本産業規格Ａ４ 

保存期間：記載された全ての可搬記憶媒体が解除された特定日以降１年 



 

別紙第１４（第２８条関係） 

 

可搬記憶媒体持出し簿（基準） 

部課等名         

一連 

番号 
申請年月日 使用者 期間 登録番号 

持出し先 
電子計算機情報の有

無 

確認欄 

備考 

使用目的 持出し 返納 

     
 

    
 

          

 

          

 

          

 

寸法：日本産業規格Ａ４ 

保存期間：１年 

 

注：持出し確認後に持ち出す必要がなくなった場合は、備考欄に理由を記載するとともに、部隊等情報保証責任者が返納欄に署名又は押印す

る。 

 

 

 

 

 



別紙第１５（第３１条関係） 

 

セキュリティ情報報告書（基準） 

 

情報システム名  

情報システム情報保証責任者  

報告年月日  

報告者所属・階級・氏名  

セキュリティ情報の内容 １ 情報取得年月日 

 

２ 情報取得元 

 

３ 情報取得手段 

 

 

４ 対象となるソフトウェア又はハードウェア 

 

 

５ 予想される状況、影響の範囲 

 

 

６ 考えられる対策 

 

 

その他必要な事項 

 

 

 

 

寸法：日本産業規格Ａ４ 

保存期間：１年 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


